
 

令和６年度大阪地方最低賃金審議会 

第 359回総会 会議次第 

 

令和６年７月 25日（木） 午後２時 00分 

（大阪合同庁舎第４号館２階 第２共用会議室） 

 

 

 

１ 開    会 

 

 

２ 議    事 

 

（１）令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について 

 

（２）大阪府最低賃金の改正決定に係る意見等について 

 

（３）令和５年度大阪府最低賃金の改正決定にかかる答申附帯事項に関する取組

状況報告について 

 

（４）その他 

 

 

３ 閉    会 
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令和６年７月２５日 

大阪労働局労働基準部賃金課 

令和５年度 

大阪府最低賃金の改正決定（答申）附帯事項への取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月７日 答申 附帯事項 

 
関係省庁が連携して、賃金引上げの環境整備のため、生産性向上に向けた設備投資の

更なる支援や取引条件の改善等以下の支援策の早急な実施を政府及び大阪労働局に強

く要望する。 

 

（政府への要望） 

① 賃金引上げに見合った助成金の給付等業務改善助成金をはじめ、生産性向上の

ための事業再構築補助金等の施策について更なる特例的な要件緩和・拡充を早急

に行うことはもとより、直接的な新たな支援策を実施すること 

② 中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等におけ

る賃上げ企業の優遇、特に、赤字法人においても賃上げを促進するため、課題を

整理した上で、控除額を翌年へ繰り越す等税制を含めて更なる政策を検討するこ

と 

③ ①及び②について、効果的に実施するため、十分な予算措置を行うこと 

④ 下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁

円滑化施策パッケージ」（令和３年 12 月）・「改正振興基準」（令和４年７月）に基

づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材

料費、エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁に向けた環境整備のため、政

府主導で実効性のある取組を行うこと 

⑤ 上記の取組の措置状況について、本審議会において随時報告すること 

 

（大阪労働局への要望） 

① 大阪府における未満率の解消に向けて、最低賃金の的確で効果的な周知広報、

履行確保を行うこと 

② 支援を必要としている中小企業等に対する生産性向上等の支援措置について

は、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるように関係省庁と一体と

なり、実効性のある利活用の促進、支援に努めること。特に、各種支援策を必要

とする中小企業等に対し、効果的な周知広報と一層の利活用を促進すること 

資料４ 
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 業務改善助成金においては、令和５年８月 31 日に対象事業場を拡大し、一定の条件を

満たす事業者は賃上げ後の申請が可能となるように拡充が図られた。 

・対象事業場を事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が 50 円以内の事業場に拡大 

・事業場規模 50 人未満の事業場を対象として特定の期間における賃金引上げ後の申

請を可能とする 

・助成率区分の金額を見直し、高助成率が適用される範囲の拡大 

 さらに、令和５年 12 月 26 日には一部の申請について、申請期限(令和６年１月 31 日) を令和

６年３月 31 日に延長が図られた。 

 

     

 

 

 

 

 

 

（政府への要望） 

① 賃金引上げに見合った助成金の給付等業務改善助成金をはじめ、生産性向上の

ための事業再構築補助金等の施策について更なる特例的な要件緩和・拡充を早急

に行うことはもとより、直接的な新たな支援策を実施すること 

③ 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、当該業務委託先による最

低賃金の履行確保に支障が生じることのないよう、行政機関に対して取組強化を

要請すること 

④ 下請取引の適正化については、関係省庁と連携体制を構築し、公正な取引慣行

の確立、関係法令遵守の徹底を図ること。特に、最低賃金の履行確保の監督を行

う１月から３月までの集中取組期間において最低賃金の遵守徹底を図るととも

に、賃金の引上げについて適正に実施されるよう、賃金引上げや価格転嫁対策関

連の施策の紹介を行うこと 

⑤ 上記①から④を効果的かつ的確に実施するために、十分な予算確保に取り組む

とともに、実施体制の強化を図ること 

⑥ 以上の取組状況については、実効性のある実施計画を作成し、公表するととも

に、履行確保の状況及び効果の検証を併せて行い、本審議会において随時報告す

ること 
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また、事業再構築補助金 「最低賃金枠」について、対象企業を拡大する要件緩和を実施。 

ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金について、事業場内最低賃金を改定後の地域別最低賃

金＋50 円以上の水準にする場合、採択審査において更なる加点措置を実施。 

令和５年度補正予算(令和５年 11 月 29 日)においては、ものづくり補助金、ＩＴ導入

補助金等中小企業生産性革命推進事業に 1,000 億円、として中小企業省力化投資補助事

業（人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援することにより付加価値額や

生産性向上を図り、賃上げにつなげる事業）の創設に 1,000 億円が閣議決定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年度税制改正により賃上げ促進税制の強化が図られた（令和６年４月１日施

行）。この改正により中小企業においては、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大 45％

の税額控除が可能となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務改善助成金、賃上げ促進税制等を効果的に実施するためには、十分な予算措置が

必要であり、そのためには制度の必要性を幅広く認識されることが重要となることか

ら、制度の周知、更なる利用促進を図る。 

 

 

 

（政府への要望） 

② 中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等におけ

る賃上げ企業の優遇、特に、赤字法人においても賃上げを促進するため、課題を

整理した上で、控除額を翌年へ繰り越す等税制を含めて更なる政策を検討するこ

と 

 

  

（政府への要望） 

③ ①及び②について、効果的に実施するため、十分な予算措置を行うこと 
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１ 経済産業省（中小企業庁）の取組 

・下請中小企業振興法に基づく企業名公表  

（令和５年８月 29 日に発注側企業 116 社、令和６年１月 12 日に発注側企業 220 社の  

企業名を公表） 

・取引適正化に向けた自主行動計画の改定・徹底 

・価格交渉促進月間 （９月 ・３月）における周知 ・広報の強化及び月間終了後のフォロ  

ーアップ調査の実施 

 

２ 公正取引委員会の取組 

・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の公表（令和５年 11 月 29 日） 

・下請取引の適正化についての要請（令和５年 12 月８日） 

・コスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査結果の公表 

（令和５年 12 月 27 日） 

・取引適正化に向けた法遵守状況の自主点検結果の公表（令和６年１月 18 日） 

・独占禁止法上 「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調  

査の結果を踏まえた事業者名の公表（令和６年３月 15 日） 

 

３ 厚生労働省の取組 

・１月から３月までの「転嫁対策に向けた集中取組期間」において、最低賃金の遵守の     

ための指導とあわせて、賃金引上げや転嫁対策関連の施策を周知 

・下請等中小事業者から「下請たたき」に関する情報を把握した場合、「下請振興法の

振興基準」や「べからず集リーフレット」を配付、「下請かけこみ寺」を紹介 

・賃金引上げに関するＷｅｂページを公開。賃金引上げに関する企業の好取組事例や賃

金引上げに向けた支援策等を掲載 

 

 

 

 

（政府への要望） 

④ 下請取引の適正化については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁

円滑化施策パッケージ」（令和３年 12 月）・「改正振興基準」（令和４年７月）に基づ

き、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、

エネルギーコストの上昇分の適切な価格転嫁に向けた環境整備のため、政府主導で実

効性のある取組を行うこと 
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１ 周知広報の取組 

（１）ポスター・リーフレットによる周知 

・厚生労働省版の他、裏面に中小企業支援策等を盛り込んだ大阪労働局版を作成し、  

幅広く配布。６月３０日現在の配布枚数 

 

・大阪労働局版リーフレット 45,142 枚 

・大阪労働局版特賃リーフレット 82,112 枚 

・大阪労働局版近畿リーフレット 12,631 枚 

・厚生労働省版リーフレット  54,247 枚 

・パンフレット 10,097 枚 

・ポスター 2,907 枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿版は、需給調整事業部の派遣セミナー等で配付。近畿各局へもデータを提供し共 

有 

・メーリングリストを活用し、437 の労働保険事務組合や近畿圏内の 70 大学・短大へ

改正額や事業主支援策等を周知 

 

 

 

（大阪労働局への要望） 

① 大阪府における未満率の解消に向けて、最低賃金の的確で効果的な周知広報、

履行確保を行うこと 

令和５年度大阪局版 

地賃リーフレット 

令和５年度大阪局版 

特賃リーフレット 

令和５年度大阪局版 

近畿最低賃金リーフレット 

令和５年度本省版 

地賃リーフレット 
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（２）大阪府内全市町村に広報誌への掲載を依頼 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各自治体・出先機関、関係機関にポスター、リーフレット、パンフレット等 

配架依頼 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（４）金融機関での包括連携協定を活用した取組 

・大阪信用金庫 広報誌 「だいしん NOW」（11、１月号）に掲載 

 ・大阪信用金庫 大阪府内各支店の電子掲示板へモニター掲示（９月）                               

・池田泉州銀行 大阪府内各支店(84 支店)の大阪労働局専用ラックに最賃リーフレッ

トを配架（９、12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市市民局 （大阪メトロ） 大阪市立天王寺図書館 堺市役所 

池田泉州銀行 

「だいしん NOW 11 月号」 

「だいしん NOW 1 月号」 
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（５）公共交通機関を活用した取組 

・厚生労働省が、改正直前１週間に大阪府内主要 32 駅へ有料にてポスターを掲出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）確定申告会場等における周知 

・大阪国税局へ府内 31 税務署でのポスター掲示、リーフレット配架を依頼。確定申告   

期間中、各税務署や合同開催会場において周知。また、14 府税・自動車税事務所へ 

も、ポスター掲示、リーフレット配架を依頼。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）マスメディア等を通じた取組 

・答申後、会長と局長による記者会見を開催 (令和５年８月７日) 

・「最低賃金周知・支援月間」の取組を記者発表 （令和５年８月 28 日） 

・ケーブルテレビＪ：ＣＯＭへ出演 （令和５年９月 15 日） 

・産経ワーキングプレス（産経新聞 発行部数 65 万部）へ掲載（令和５年 10 月 15 日） 

・大阪労働局 YouTube チャンネル、大阪労働局労働基準部公式Ｘによる情報発信 

 

 

ＪＲ（高槻駅） 近鉄（上本町駅） 

京阪（淀屋橋駅） 泉北高速（泉ヶ丘駅） 

西成税務署 大阪府中央府税事務所 
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（８）その他の取組 

・大阪働き方改革推進会議 最低賃金のための環境整備に関する作業部会構成員への

周知協力要請 

・減額特例許可事業場、過去５年間の最低賃金重点監督による違反事業場に対する周知 

・大阪労働局主催各種セミナー等においてポスター掲示、リーフレット配付等による周   

 知 

・需給調整事業部から大阪府内の労働者派遣事業、職業紹介事業者へ近畿２府４県最低 

賃金リーフレットを送付 

・労働保険新規適用事業場への特賃リーフレットの配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申後の記者会見 大阪労働局 YouTube チャンネル 

ケーブルテレビ J:COM 

大阪労働局労働基準部公式Ｘ 

介護就職デイ 障害者就職面接会 大阪・職場の健康づくり 

フォーラム 

大阪国際交流センター 大阪総合行政相談所（近畿管区行政評価局） 
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２ 履行確保の取組 

・最低賃金重点監督 

令和６年１月～３月期に実施。各種統計調査や過去の指導状況等から、賃金額が最低  

賃金額未満のおそれが高いと考えられる事業者を対象に実施 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検証と課題・今後の取組 

 大阪府内自治体の協力もあり大阪府内４３市町村すべての広報誌に掲載され、広く府

民へ周知することができた。引き続き、各関係機関と連携し、大阪府最低賃金額の周知を

図っていく。 

最低賃金重点監督の結果、一定数の違反事業場が存在するため、引き続き履行確保のた

めの監督指導を徹底する。 

 

 

最低賃金重点監督で配付 
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１ 令和５年９月「最低賃金周知・支援月間」の取組 

（１）大阪労働局全体としての取組を局内外に周知  

 

（２）最低賃金リーフレット裏面に省庁を横断する支援策を盛り込み、 

利活用促進を図った。 

 

（３）労使団体、中小企業と関わりの深い機関等への周知協力要請 

 

（４）「大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター」においてセミナーを開催 

 

（５）最低賃金改定の影響を受けやすい事業場に対し、業務改善助成金等事業主支援策

をまとめた資料を用意し、各労働基準監督署から直接働きかけ 

 

（６）10 月１日以降に最低賃金を下回ることになる求人票を提出している求人者へ、ハ

ローワークから改正最低賃金額、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、事

業主支援策について周知 

 

（７）大阪労働局雇用保険電子申請事務センターを通じた周知として、大阪労働局雇用保

険電子申請事務センターが処理完了の届出書類を返信する際、大阪労働局版リー

フレットも添付し事業主支援策を周知 

 

２ 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターの取組 

助成金の活用、生産性の向上、働きがいを高める賃上げ策などの相談に、電話 ・メール・

個別出張訪問等希望に応じて対応。経営相談等に関する相談の場合は、適宜、大阪府よろ

ず支援拠点へ取次ぎ行った。 

 

 

（大阪労働局への要望） 

② 支援を必要としている中小企業等に対する生産性向上等の支援措置について

は、可能な限り多くの企業が各種の助成金を受給できるように関係省庁と一体と

なり、実効性のある利活用の促進、支援に努めること。特に、各種支援策を必要

とする中小企業等に対し、効果的な周知広報と一層の利活用を促進すること 
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※相談件数には、賃金 ・助成金 ・同一労働同一賃金等含む、すべての相談を計上。また、  

１回で複数項目の相談も１件として計上。 

 

３ 労働基準監督署における取組 

（１）「最低賃金周知・支援月間」では、最低賃金改定の影響を受けやすい事業場を選定

し、事業主支援策をまとめた資料を用意し、労働基準監督署から改定額とともに支

援策の活用を呼びかけた。 

（２）１月～３月までの「集中取組期間」において、労働基準監督署では定期監督等の際、   

事業場の業種等に合わせた賃金額がわかる資料を提供するとともに、支援策等を

紹介して事業主に賃金引上げの検討の働きかけを実施。（再掲） 

 

４ 大阪における支援策活用状況 

（１）厚生労働省関連 
 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

業務改善助成金 申請件数 360 件 510 件 1,529 件 

実績件数 285 件 370 件 1,117 件 

働き方改革推進支援助成金 

※成果目標を賃金引き上げとし

ているもの 

申請件数 17 件 46 件 105 件 

実績件数 17 件 37 件  76 件 

キャリアアップ助成金 

（賃金規定等改定コース、賃金

規定等共通化コース） 

申請件数 128 件 228 件 387 件 

実績件数 141 件 208 件 296 件 

キャリアアップ助成金 

（社会保険適用時処遇改善コー

ス 令和 5 年 10 月制度開始） 

計画書提出

件数 

― ― 986 件 

人材開発支援助成金 申請件数 5,017 件 4,936 件 4,922 件 

実績件数 4,519 件 4,760 件 4,461 件 

人材確保等支援助成金 

（中小企業団体助成コース、テ

レワークコース） 

申請件数 0 件 6 件 6 件 

実績件数 0 件 6 件 6 件 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談件数 2,084 2,204 2,303 

セミナー開催数(回) 114 159 243 

セミナー参加者数(人) 4,050 5,236 6,558 

訪問コンサルティング(件) 776 1,290 2,111 
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（２）経済産業省関連 
 

令和４年度 

採択件数 

令和５年度 

採択件数 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 

(ものづくり補助金) 

725 件 521 件 

小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金) 1,940 件 2,491 件 

サービス等生産性向上 IT 導入支援事業(IT 導入補助

金) 

4,914 件 6,788 件 

中小企業等事業再構築促進事業 2,525 件 1,972 件 

 

 

５ 近畿経済産業局との連携 

（１）厚生労働省、経済産業省所管の支援制度をリーフレット、労働局ホームページにま   

とめて掲載 

（２）近畿経済産業局が開催する補助金や税制措置に関する中小企業施策説明会におい

て、最低賃金制度、業務改善助成金について紹介 

 

６ 検証と課題・今後の取組 

賃金引上げを図る中小企業を支援する業務改善助成金と中小企業が賃上げしやすい

環境を整えるための制度 ・助成金等幅広い相談に応じる 「大阪働き方改革推進支援 ・賃

金相談センター」、経営課題などに相談に応じる「よろず支援拠点」を積極的に周知し、

それぞれの利活用促進に取り組む。 

また、関係団体、関係省庁と連携し、横断的な事業主支援策の周知を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

１ 自治体への文書による配慮要請 

（１）本省労働基準局長から各都道府県知事・政令指定都市市長あてに要請文書送付 

（２）大阪府知事と大阪労働局長の連名で上記政令指定都市以外の市町村に要請文書 

送付 

（３）大阪労働局労働基準部長名で国の在阪行政機関・事務所、独立行政法人あてに要 

請文書送付 

（大阪労働局への要望） 

③ 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、当該業務委託先による最

低賃金の履行確保に支障が生じることのないよう、行政機関に対して取組強化を

要請すること 
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２ 最低賃金に係る情報の提供に関する協定 

（１）平成 29 年度に大阪市、令和元年度に堺市、令和５年度に枚方市と締結 

（２）未締結市町村に対し、協定締結の勧奨文書送付 

 

３ 検証と課題・今後の取組 

政令指定都市を除く大阪府内すべての自治体、在阪行政機関等に対する配慮要請は継続

して実施する。 

最低賃金違反に係る情報の提供に関する協定に基づいた取組を的確に実施する。また、

未締結の自治体については、協定の締結の働きかけを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 関係省庁との連携 

（１）下請かけこみ寺事業（中小企業庁） 

「下請かけこみ寺事業にかかる近畿ブロック情報連絡会議」への出席。公正な取引    

慣行の構築、関係法令遵守の徹底について連携。また、最低賃金引上げに向けた支 

援制度等について情報を共有 

（２）よろず支援拠点（中小企業庁） 

   労働基準監督署や大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターでは、中小・小規模   

企業の支援に関する相談の際に、中小企業庁のよろず支援拠点や各種補助金につい 

て紹介。また、よろず支援拠点では、中小・小規模企業の支援に関する相談の際に、   

厚生労働省の働き方改革推進支援センターや業務改善助成金を案内 

 

２ 労働基準監督署における取組 

 （１）労働基準関係法令違反が認められた事業主で、 

①違反の背景に下請法第 4 条（親事業者の禁止行為）違反、独占禁止法第 19 条（物    

流特殊指定）違反のおそれがある場合、公正取引委員会又は中小企業庁に通報。 

②違反の背景に元請による建設業法 （下請たたき）違反のおそれがある場合、国土    

交通省に通報 

 

（大阪労働局への要望） 

④ 下請取引の適正化については、関係省庁と連携体制を構築し、公正な取引慣行

の確立、関係法令遵守の徹底を図ること。特に、最低賃金の履行確保の監督を行

う１月から３月までの集中取組期間において最低賃金の遵守徹底を図るととも

に、賃金の引上げについて適正に実施されるよう、賃金引上げや価格転嫁対策関

連の施策の紹介を行うこと 
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（２）労働基準関係法令違反が認められなくても、賃金引上げの阻害要因として「買い 

たたき」等が疑われる事案について、公正取引委員会 ・中小企業庁または国土交    

通省へ通報 

（３）下請等中小事業者から「下請たたき」に関する情報を把握した場合、「下請振興 

法の振興基準」や「べからず集リーフレット」を配付、「下請かけこみ寺」を紹 

介 

 （４）１月から３月までの「転嫁対策に向けた集中取組期間」において、最低賃金の

遵守のための指導とあわせて、賃金引上げや転嫁対策関連の施策を周知 

 

 

３ 検証と課題・今後の取組 

所管官庁と関係官庁との連携のスキームは整備されていることから、引き続き連携を行

い、最低賃金違反等の背景を見極め、所管官庁への通報を確実に行っていく。 

 

 

 

 

 

現在の取組状況等について厚生労働省に説明を行い、十分な予算措置が得られるよう

に図る。 

 

 

 

 

（大阪労働局への要望） 

⑤ 上記①から④を効果的かつ的確に実施するために、十分な予算確保に取り組む

とともに、実施体制の強化を図ること 


